
令和６年３月２２日  

 保護者 様 

安城市教育委員会  

 

   「ラーケーションの日」の実施について（お知らせ） 

 

 陽春の候、保護者の皆様には、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

日頃は、本市の教育活動にご理解とご支援を賜り、感謝申し上げます。 

 さて、愛知県は、未来につながる家庭での主体的・体験的な学びを応援するた

めに、昨年度、「ラーケーションの日」を設けました。 

本市では、家庭教育推進の一環として、引き続き子どもの学び（ラーニング）

と、保護者の休暇（バケーション）を組み合わせた、平日だからこそできる学校

外での学習活動に取り組んでまいります。 

 つきましては、下記のとおり実施してまいりますので、ご理解とご協力をいた

だきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 「ラーケーションの日」取得可能開始日について 

 令和６年４月１日（月）より 

 ※年に３日まで取得することができます。 

 

２ 「ラーケーションの日」の指導要録上の取り扱いについて 

  「欠席」とはならず、「出席停止・忌引き等」と同じ扱いになります。 

 

３ 「ラーケーションの日」取得の学校への届け出方法について 

 「ラーケーションの日」を取得する際は、原則、取得予定１４日前までに学級 

担任へラーケーションカードを提出してください。 

 

４ 「ラーケーションの日」を取得できない期間の設定について 

  取得できない日、期間は設けません。 

  ※各校の年間計画表や月予定表等で、学校行事の日や定期テスト期間について

予めご確認いただき、各家庭にてご判断ください。 

 

５ その他 

 ・「ラーケーションの日」の取得により、学校で受けられない授業の内容は、各家

庭で自習により補っていただくようお願いします。 

・「ラーケーションの日」取得の取り消しは、当日でも可能です。ただし、取り消

しをされる場合については、食材の確保等、安全な学校給食の提供が困難とな

るため、弁当をご持参ください。 

・詳細については、別紙 保護者用リーフレットをご参照ください。 

・ご不明な点等がございましたら、下記の連絡先へお問い合わせください。 

 

 

連絡先 安城市教育委員会学校教育課  電 話 ７１－２２５４ 



 

（令和６年度 保護者用リーフレット） 

愛知発の新しい学び方 

「ラーケーションの日」 
Learning
ラ ー ニ ン グ

（学び）＋Vacation
バケーション

（休暇） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛知県では、未来につながる家庭での主体的な学び・体験的な学び

を応援するために、昨年度、「ラーケーションの日」を設けました。 
 

子どもの学び（ラーニング）と、保護者の休暇（バケーション）を組み合

わせた、平日だからこそできる学校外での学習活動を、ぜひ子どもと

一緒に計画してみませんか。 

 

令和６年３月 

愛知県教育委員会 

安城市教育委員会 

 
 



 

 

 
 愛知県全体の「休み方改革」プロジェクトの中で生まれた「ラーケーションの日」は、 
 

子どもが保護者等とともに、平日に、校外（家庭や地域）で、体験や探究の学び・活動を、   

自ら考え、企画し、実行することができる日 です。  
 

校外での自主学習活動であるため、学校に登校しなくても欠席とはならず、「出席停止・  

忌引等」と同じ扱いとなります。保護者等の休暇に合わせ、年に３日まで取ることができます。 

 

 

 

 「学びのキーワード」や、下記の活動例を参

考に、 「何について学ぶか」を事前に子ども

と話し合うことから「ラーケーションの日」は

始まります。学校外でしかできない学びを、

子どもと一緒に計画しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

家庭科の授業等で学

んだことを生かし、料理

に挑戦しましょう。 

家族だけのオリジナ

ルレシピが完成するか

もしれません。 

ラーケーションの日とは 

■ 学びのキーワード ■ 

自然・科学・環境・実験・観察・    

産業・スポーツ・文化・芸術・歴史・ 

地理・伝統芸能・国際理解・福祉・ 

ＳＤＧｓ・見学・創作・鑑賞・キャリア… 

ラーケーションの日 活動例 

 

平日は史跡をじっく

り見学したり、ガイドさ

んから詳しく話を聞い

たりできます。 

地元や近隣にも意外

と史跡はあるものです。 

 

素敵な風景は自宅か

ら近いところにもあふ

れています。 

家族みんなで絵をか

き、お互いのよさを比

べてみましょう。 

 

庭や公園で見つけた

植物について親子で一

緒に調べてみましょう。 

学びのきっかけは身

近なところにもたくさ

んあるはずです。 

 

私たちが口にしてい

る野菜は、どのように育

っているのでしょうか。 

収穫体験など、ふだ

んできないことを家族

で体験してみましょう。 

 

景色を味わう、鳥の

声を聴く、空気を感じる

…みんなで、自然に親し

んではどうでしょう。 

自然から学ぶことは

たくさんあります。



 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  学んだことについて子供と話し合ったり、次回の計画を考えたりする。 
 

 
 

  子供と一緒に、校外で体験や探究の学び・活動を行う。 
 

 
 

  事前にラーケーションカードを学級担任へ提出する。 
 

 ＜留意すること＞ 

 □ 原則、１４日前までの届け出が必要です。 

    安全な学校給食の提供のため、食材の確保や食品ロスの観点等から届け日を設定してい

ます。なお、届け出は前日まで可能です。 

 □ 「ラーケーションの日」を取ることができない日、期間はありません。 

   各校の年間計画表や月予定表等で、学校行事の日や定期テスト期間について、予めご確認

いただき、各家庭にてご判断ください。 

 
 

  子どもと一緒に、「ラーケーションの日」の計画を立てる。 

 

 

 

 ＜留意すること＞ 

 □ 年に３日まで取ることができます。 

 □ 保護者等と一緒に活動する必要があります。 

 □ 受けられない授業の内容は、家庭で自習をします。 

 □ 身近な場所にも「学びの種」はありますので、必ずしも遠くに出かける必要はありません。 
 

※ 県の Web ページ「ラーケーションの日」ポータルサイトには、計

画づくりに活用できる「ラーケーションカード」や、様々な学びを

体験できるスポットを紹介していますので、参考にしてください。 

 

ラーケーションの日 届け出の流れ 

１ 計画を立てる 

計画すること  

① 活動する日  ② 活動する場所  ③ 学ぶこと 
 

２ 届 け 出 る 

3 ラーケーション 

４ 振 り 返 る 

ｚｚｚ 

「ラーケーションの日」 

ポータルサイト 



 

 

 

Ｑ１  愛知県は、どうして「ラーケーションの日」を作ったのですか。 

 Ａ１  愛知県「休み方改革」プロジェクトでは、県全体のワーク・ライフ・バランスの充実と

生産性向上による地域の活性化を目指しており、その一環として「ラーケーションの日」

が生まれました。総務省の調べでは、土曜日に働いている方が約４５％、日曜日に働いて

いる方が約３０％おられ、休みの日に子供と一緒に過ごすことが難しいご家庭が少なく

ありません。そうしたご家庭でも、平日に、子供と一緒に学び、活動することができるよ

う、「ラーケーションの日」を作りました。 

 

Ｑ２ 「ラーケーションの日」を連続して取ることはできますか。また、残った日

数は、次の年に繰り越すことはできますか。 
 

 Ａ２  「ラーケーションの日」を連続して取ることはできますが、残った日数を次年度に繰

り越すことはできません。 

 

Ｑ３ 「ラーケーションの日」に、どこかへ旅行に出かけてもよいのですか。 

 Ａ３  ラーケーションは、ラーニング（学び）＋バケーション（休暇）ですので、学びの要素

が必要です。学びの要素があれば、旅行に出かけることもできますが、大切な授業の代

わりの活動ですので、家庭でよく話し合って計画を立ててください。なお、どこかへ出か

けなくても、ラーケーションは可能です。 

 

Ｑ４ どのような活動であればラーケーションになるのですか。 

 Ａ４  ラーケーションは、①保護者と一緒に行う、②体験や探究の学び・活動です。そのた

め、①②を満たす活動がラーケーションということになります。「ラーケーションの日 活

動例」や、「学びのキーワード」などを参考にして、子供と話し合い、「何を学ぶか」をはっ

きりさせる必要があります。身近な場所にも、学びの種はたくさんあるはずです。 

 

Ｑ５ 昨年度と比べて変わった点はありますか。 
 

 Ａ５  ラーケーションカードの届出期限が変更となりました。これは、事前に食材の発注を 

完了させる必要があるためです。なお、「ラーケーションの日」の届け出そのものについて 

は、前日まで可能です。ただし食品ロスの削減の観点から、可能な限り期限内での届け出 

にご協力ください。また、「ラーケーションの日」取得の取り消しは、当日でも可能です。 

しかし、取り消しをされる場合は、食材の確保等、安全な学校給食の提供が困難となるた 

め、弁当を持参ください。 

 

 

 

＜お問い合わせ先＞ 

■ 制度全般に関すること 愛知県教育委員会 義務教育課 052-954-6799 

■ 届け出等に関すること  安城市教育委員会        0566-71-2254 

■ 届け出等に関すること  安城市立桜井小学校       0566-99-2201 

 



ラーケーションカード

「ラーケーションの日」は、子供が保護者等とともに、
平日に、校外（家庭や地域）で、体験や探究の学び・活動を
自ら考え、企画し、実行することができる日です。

＜確認して、□に☑を入れましょう＞

□「ラーケーションの日」の意義を理解しました。
□ 保護者等と一緒に活動します。
□ 取得できない日はありません。学校行事等の確認をしました。
□ 学校で受けられない授業の内容は、家庭で自習をします。
□ 取得の取り消しを行う場合は、安全な学校給食の提供が困難と
なるため、弁当の持参となります。

・活動する日：

・活動する場所：

・学ぶこと：

（ ）学校（ ）年（ ）組（ ）番

保護者氏名 （ ）

児童生徒氏名 （ ）

２ 計画を立てる
「ラーケーション
の日」を取るのは、

日目
(年間３日まで)

１ 確 認 す る

取得予定の１４日前までに学級担任へ提出します。

３ 届 け 出 る
届出日

月 日



  

 

 

 

 

 

 

「県民の日学校ホリデー」は、家庭及び地域における体験的な学習活動、

その他の学習活動のための学校休業日です。 
 

地域の自然、歴史、風土、文化、産業等についての理解と関心を深める

体験的な学習活動等に、家族などと一緒に参加することで、愛知への愛着

と県民としての誇りをもつ契機とすることを目的としています。 

保護者の皆様も、ぜひこの機会にお休みを取り、家族と一緒に秋の一日

をお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 公立学校（幼稚園・小中学校・高等学校・特別支援学校）では、１１月２１日

から２７日までの「あいちウィーク」期間中の１日が、休みになります。 
 

＜今年の安城市の学校ホリデーは、１１月２２日です＞ 
 

木 金 土 日 月 火 水 

11/ 
２１ ２２     

 

 

◆ 「あいちウィーク」期間中には、親子で楽しめるイベントが行われたり、 

美術館や博物館などの公共施設の入場料が割引になったりします。 
 

愛知県教育委員会 

安城市教育委員会 

県 民 の 日

県民の日 学校ホリデー 勤労感謝の日 

あいちウィーク 



県 民 の 日

Q & A 

Q 「学校ホリデー」は、いつ、どのような理由で作られたのですか。 
 

A  県政 150周年のレガシーとして、令和５（202３）年から、11月27日が「あいち県

民の日」となりました。これを契機に、家族と子どもが一緒に過ごすことができる環境

づくりにつなげるため、創設されました。 
 
Q 「学校ホリデー」が休みになるのは、どのような学校ですか。 
 

A  県内の公立学校（幼・小中・高等・特支）が休みとなります。私立の幼稚園や学校につ

いては、それぞれの園や学校にご確認ください。 
 

Q 「学校ホリデー」の日は、県内で統一しないのですか。 
 

A  行事などの予定は様々であるため、学校や市町村ごとに休業日を決定しています。 

 

Q 学校が休みになっても、親は休みが取れません…。 
 

A  県から市町村に協力を求め、児童クラブ等の開所など、子供たちの居場所づくりに

努めます。 

 

Q 「あいちウィーク」中にはどのようなイベントが予定されていますか。 
 

A  愛知の食や観光といった魅力を体験・紹介するイベントや愛知

県出身の著名人によるトークショーなど、親子で楽しめるイベントを

開催する予定です。詳しくは、「あいち県民の日・あいちウィーク特

設サイト」をご覧ください。 

 

Q 「学校ホリデー」は  保育園でも実施されますか。 
 

A  保育園は、保護者の就労等により、保育が必要となる子供のための児童福祉施設

であることから、実施しません。 

 

 
 

 

※ お問い合わせ 愛知県教育委員会 義 務 教 育 課 052-954-6799 

※ お問い合わせ 愛知県教育委員会 高等学校教育課 052-954-6787 

※ お問い合わせ 愛知県教育委員会 特別支援教育課 052-954-6792 
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